
産後母子ケア宿泊型ショートステイについて 

改正「母子保健法」（令和３年４月施行） 

①短期入所（ショートステイ）型 

②通所（デイサービス）型 

③居宅訪問（アウトリーチ）型 

・各市町村において、いずれかの類型で 

産後ケア事業を実施すること。 

・当該市町村内での事業提供が困難な場合には、 

市町村外の助産所、産科医療機関等に、 

事業委託が可能。 



不妊治療に伴うメンタルヘルスケアについて 

国立成育医療研究センター研究所 

・体外受精などの高度不妊治療を受ける 

女性約５００名を対象とした疫学調査 

・治療開始初期（主にこれから治療を 

開始する方、採卵２回までの方） 

の調査参加者のメンタルヘルスや 

Quality of life（QOL:生活の質） 

の状況を分析 



保護猫活動への支援について 

 


